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速報 令和4年度 税制改正解説

法人課税 特定税額控除不適用規定の見直し

1 ．改正の概要
（1）趣旨・目的

（2）改正前の制度概要

（3）改正の内容

「成長と分配の好循環」を背景に、積極的な賃上げ実施企業等に対して税制措置を抜本的に強化する一方で、収益

が拡大しているにもかかわらず、賃上げ等に消極的な企業に対しては、特定税額控除不適用規定の強化が行われる。

項目 改正前の制度の概要

① 対象法人
いずれかに
該当する法人

・資本金の額等が1億円以上であること
・資本金の額等が1億円超の法人（大規模法人）に発行済株式の1/2以上を保有
されている又は発行済株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている

② 要件

ア 当期所得 ≦ 前期所得

イ 継続雇用者給与等支給額 ＞ 継続雇用者比較給与等支給額

ウ 当期国内設備投資額 ＞ 減価償却費の30％

③ 制限対象
・研究開発税制（総額型、オープンイノベーション型） ・地域未来促進税制 ・5G投資促進税制
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 ・デジタルトランスフォーメーション投資促進税制

項目 改正後

要件が強化
される法人

いずれも
満たす法人

・資本金の額等が10億円以上であり、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上
・前事業年度所得 ＞ 零

改正後の
②イの要件

継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給×101％
(令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に開始する事業年度は100.5％)

次の法人については、上記表の②イの要件が強化される。

下表①の対象企業について②の要件のいずれにも該当しない場合には、③の税額控除制度の適用がない。
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